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 需給調整市場の詳細設計については、広域機関に設置された「需給調整市場検討小委員会」
（以下「需給調整小委」という。）等において検討が進められている。

 本日は、三次調整力②に関する取引規程について実施された意見募集で出た意見のうち、国の
検討に委ねられたもの（制度検討作業部会に係るもの）について、御確認いただきたい。

本日の議論
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（参考）取引規程記載事項
第１章 総則 第４章 取引の実施 第１０章 精算

第１条（目的） 第25条（取引） 第42条（電力量の計量）

第２条（定義） 第26条（取引対象のΔｋＷ） 第43条（調整電力量の算定）

第３条（休業日・営業日および営業時間） 第27条（取引の実施方法） 第44条（料金の算定期間）

第２章 取引共通 第28条（実施日） 第45条（決済の対象）

第４条（取引会員資格） 第29条（ΔｋＷの入札単位） 第46条（支払義務の発生）

第５条（資産上の要件） 第30条（入札受付時間） 第47条（事業税相当額）

第６条（欠格事由） 第５章 入札 第48条（消費税等相当額）

第７条（加入手続） 第31条（入札方法等） 第49条（単位および端数処理）

第８条（審査手続および取引会員資格の取得） 第６章 約定処理 第50条（料金等の授受）

第９条（任意脱退） 第32条（約定） 第１１章 違約処理

第10条（当然脱退） 第33条（約定の通知） 第51条（違約処理）

第11条（脱退の効果） 第34条（計画等の提出） 第52条（取引停止）

第12条（取引資格） 第７章 調整の実施 第53条（違約者の入札の扱い）

第13条（リソース等が満たすべき要件） 第35条（調整の実施の原則） 第１２章 雑則

第14条（電力制御セキュリティの確認） 第36条（約定した発電機または需要家リスト・パターンの差替え） 第54条（知的財産権の取扱い）

第15条（システム売買方式による取引等） 第37条（発電機または需要家リスト・パターンにおけるトラブル対応） 第55条（取引情報の機密保持）

第16条（禁止行為） 第38条（ΔｋＷの供出協力） 第56条（掲示事項）

第17条（需給調整市場システムへのデータ登録） 第８章 アセスメント 第57条（市況の報告）

第18条（調整電力量料金に適用する単価の登録） 第39条（アセスメント） 第58条（システム障害の特例措置）

第19条（需要家リスト・パターンの登録） 第９章 ペナルティ 第59条（市場運営者の免責）

第20条（規程類の遵守） 第40条（ペナルティ） 第60条（臨機の処置）

第３章 事前審査 第41条（アセスメント要件不適合時の対応） 第61条（言語）

第21条（性能確認） 第62条（改定）

第22条（確認項目） 第63条（反社会的勢力の排除）

第23条（性能データに関わる提出資料） 第１３章 売買手数料

第24条（実働試験の実施方法） 第64条（売買手数料）
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 需給調整市場の運営費用は、一般送配電事業者及び取引会員からの売買手数料で賄うこと
で検討が進められており、システムの維持、改修等に必要な経費※1を踏まえつつ、 JEPXにおける
スポット市場の売買手数料と同様に、年度毎に定めることされている。

 昨年実施された意見募集においては、売買手数料を設定することへの反対意見はなく、 「既存
の電源だけではなく、アグリゲーター等の新規参入者の事業性も踏まえた水準としていただきたい」と
の意見があった。こうした意見を踏まえると、売買手数料は、市場運営に実際に要する経費（実
費）に基づいた額とする必要があり、取引規程にもあるように、固定額ではなくΔkW約定量に応
じた従量制とすることが適切ではないか。

 なお、一般送配電事業者が、市場における申込み等の受付対応、資格審査、市場運営・監視、
システム管理・改修等の業務に基づき、市場運営に生ずる費用から売買手数料を見積もったとこ
ろ、概算で0.02円/ΔkW程度となる見通し。

費用費目 ：人的費用、システム関連費用、その他費用
費用合計 ：10.1億円（概算）
売買手数料 ：単価：0.02円/ΔkＷ（ΔkＷは年間250億ΔkWにて試算）※2、※3

※1 初期開発費用（需給調整検討小委員会において取り上げられている商品導入にかかる開発費用）を除き、今後の
制度変更や事業者ニーズによる画面変更等の新たなシステム改修が発生した場合等、費用に変動が生ずる可能性あり

※2 売買手数料は、取引において売り手（調整力提供事業者）と買い手（一般送配電事業者）の双方から徴収すること
とされている。このため算定諸元となる年間ΔkＷ値は、売り手／買い手分で2倍し算出

※3 スポット取引における2019年度の売買手数料は、0.03円/kWh（従量制）とJEPXから公表されている

売買手数料について












